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第九五表 重輕罪被告入罪状累年比較 績 第九八表 重罪被告人罪状及言渡匿分 明治三十九年
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第九七表 重罪被告件敷及人員 明治三十九年

一

91

梁
3

　
　
　
　
ー
4
7
1
2
5
4
6
3
2
3
一
邸
娼
匂
訂
翌
　
　
　
　
一
淵
違
　
　
　
　
一

員
人

19

　
　
ー
ー
一
㎜
細
脇
坐
鉗

一
一
＝

三
、
エ

敷

ー
　
ー
　
ー
　
　
　
ー
9
μ
　
1
上
5
1
　
　
ー
　
ー
　
一
一

㍑
認
≡
∋
∋
1
1
副
L
ー

1
一

1
－
釧
ー
叩

　
　
　
i
　
　
ー
　
　
」
　
　
　
　
　
　
　
1
　
‘
F
り
2
4
0
9
　
　
　
1
　
　
　
　
　
一
ー
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

事
二
鋼
定
審
決
り
豫
ノ
ヨ

O
V
O
7
．
O
v
ハ
0
ρ
0
0
　
Q
V
’
伎
0
ピ
β
1
3
ρ
β
メ
2
0
0
3
2
9
已
　
　
ー
　
　
ー
　
1

　
3
0
亘
⇒
　
耶

件
ー
ー
｜
　
ー
ー
、
ー
1
　
　
ー
　
ー
i
l
　
‘
1
－
　
－

鵬
2

5
4
4
《
O
O
戸
0
7
1
0
0
7
・
β
2
’
過
β
β
2
り
0
3
2
2
　
　
　
ー

吟
〆
　
3
8

90

⇒
蒜
㌶

剣
裁

席
席
封
開

計
総

年
年
年
年
年
八
七
六
五
四
十
十
十
十
十
三
三
三
三
三
治
明
同
圃
同
同

rcJ．～

ー
≠

そ一’〆

k
N ピ

罪 状 裁剣

塁

㌘
信
｝

用
チ
害
ス
ル
罪

1兇徒聚衆・罪齢
已來通信珊害スル鵠端

計

貨　幣　チ　儒　造

〃自「印チ｛爲造

’6ノ文書チ傭造ス

私印私書チ儒造ス，レ罪i

免状鑑札チ儒造ス
　　　　　　計

刑 者

死刑

徒 刑　懲 凶類
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

i無司醐重‘輕惨

　　　　　臨
　　　　　、魎

　　　　　1蝋
ス　ル　罪
　　　　　闘席
　　　　　i“
ス　，レ　罪l
　　　　　i　1’

　　ル罪1）s
　　　　　l）’

　　　　　、：1

　　ル罪㌶

二罪　／

＝
一
＝

：　E

：　」

二　三

4
一
一
4
二
4
7
一
。
。
］
4
8
4
＝
一
7
7
8

　
　
一

』i92
＿　　　7

　4　　99

二i二
12‘　115

　11　　0「

30’@83
　3，　－
1；｝32

22i　92
　81　　2

斗一
　　657133i

　　　2331・

拘留　計

管轄

違

無罪及劇及蝸

⇒繊1留置

繰阿片煙
7ル

二　閲　ス

　一

一
－
』
　

一
＝

一
二

、
「
」
」

一
5
一

一
一
3

一
＝

　1　　　1：
劉

一i　4i
l－『一“’1

：117il

：131
　　4441

　　　39・　li

：1｛lt

　　　　　

：8；ii

三1拒
：同三：．三

1

3　　一

席
席
一
席
席
、
、
、
、
、
、
、
、

封
闘
一
封
閾
ー
ー
ハ
ー
ー
ー

罪
　
殺
蓬
殺
途

ルス二

未
　
未

産

財
謀
同
故
同

吏官欝
竺

氾歎護穀獅輕

「
l
l
l
l
く
ー

殺
ノ
罪

謀
殺
故

身
　

艘

O
O
3

1

：
1

　4

21

　1

184

　i

　8

一i　lo
「　　21‘

：閨

一i、41i

：
1
　　　：ll

一1－　一一一L－一一一一’

1
1
一
1

一
1
6

7　　　3

　　　　t
　　　　　　　　　　　ル爲メ及己ニ
　　　　　ァ其罪テ免　　爲　　　テ故殺ス

ニー畢殺＿鳶。。づ竺

封i響り羅撚灘壁

　刷副磯《免ル端入ヲ賑｜膓シ囚プ蹴
　　　　恒打咽蟻テ他人ヲ創鶴因テ死二致　“
。…　1‡撒翻。鰍膨因。死。，1・、、

　　檀二人ラ腔禁儒田シ駿打拷責シ又ハ飲食衣阻テ況
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ムト　　去シ其他苛酷ノ所揚テ以テ死二載ス

　　狼淫「＋ご歳肚・撤・繊・㌶

ル霞副］灌鷲綴鷲網ξ
　i闘母・傅属親チ謀殺叉・’故殺ス1・

罪ぽ蕊棚㌔玩㌶：1
｝　　　計　　　議

3

4

18　　7，5

4　　　1

2　　16
1　　　1

8　　24

1　：

－1二
亨1］

l　　　l

2

5

20　　391

3　71

5

］

こ

二
i3P

＿1　3　＿

1：i
46 x

i
21　5…

1‘「
14　　40，
　　　1

31　　67
6　　　1

1

1
2
一
1
一
1
1
一
5
5
8

　
　
　
　
　
　
　
2

231

　11

　1

　2

　11

＿i

17∂

3
1　…

一
8
7
2
4
ー
一
1
2
1
3
2
9
一
1
3
一
一

　
1

一
8
8
4

　
2

＿＿一＿1＿＿＿’＿＿＿＿＿＿

＝

二

］
「

　
　
⇒

一

一
一
一
一
一

一
一

2
i
i

24P　　　－i

6
1
1

I
l　4
54

　1

　3

　5
15

　2

　2
911
27

一

一

一

一

一

一
＝

5

11

9
0

一
3
7
ー2

0
σ
1

3

1
1
2
一
1
1
2
O
V
Ω
ム

01

1　　　1

り
U
一
1

一

＝
一
一
一
一
2
一

一

一

一
7
一

9
一
一
－

4

合計

154

　5
10

164

　5

199

　9
158

　7

535
39

130
10

　1

1，023

　65

3

O
V
「
⊥

2

4
8
1
3
4
4
9
1
7
1
2

9
一
　

〇
V
　

R
V
　
ρ
0

1
　
　
　
　
9
■

2
9
0
4
1

　
2
1
▲

　
3

2
2
］
5
8
1
4
6
7
2
2

　
1
1
　
　
　
　
6
　
　
　
　
　
1
⊥

1，031

　29

●


